
様式ア（第４条、第７条関係）

○○年度鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業計画（報告）書

１　事業の目的



２　事業の内容
（１）該当事業
□交付要綱別表　第３欄（１）
ひきこもり、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等に対するセーフティネットやつながりの構築等、自己実現や社会参加をすることができ、安心して暮らせる温もりのある支え愛社会づくりに資する市町村事業
□交付要綱別表　第３欄（２）
鳥取県が任命する「とっとり孤独・孤立サポーター」と連携した孤独・孤立対策に資する市町村事業

（２）対象者
　　ア　事業の対象として想定する者


　　イ　アの人数　　　人


　　ウ　イのうち、実施する事業の活用を予定している人数　　　人




（３）事業内容
　　ア　実施者（補助、委託等により、市町村直営以外で実施する場合）


　　イ　上記実施者を選定した理由



３　事業を実施することで期待する効果




様式イ（第４条、第７条関係）

○○年度鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業収支予算（決算）書


１　収入
（単位：円）
	
	本年度計画(a)
または
本年度実績(c)
	昨年度実績(b)
または
本年度計画(d)
	差引(a-b)
または
差引(c-d)
	備考

	県補助金
	
	
	
	

	その他
（　　　　）
	
	
	
	

	自己財源
	
	
	
	

	計
	
	
	
	



２　支出
（単位：円）
	
	本年度計画(a)
または
本年度実績(c)
	昨年度実績(b)
または
本年度計画(d)
	差引(a-b)
または
差引(c-d)
	備考

	報酬
	
	
	
	

	報償費
	
	
	
	

	旅費
	
	
	
	

	需用費
	
	
	
	

	役務費
	
	
	
	

	委託料
	
	
	
	

	使用料及び賃借料
	
	
	
	

	備品購入費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	











様式ウ（第５条関係）
年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　様

職　　氏　　名　　　　　　　　　　

○○年度鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１　対象事業
　本補助金の対象事業は、「鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業」とし、その内容は、・・・・・・・・・・・・・とする。

２  交付決定額等
　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。
　（１）算定基準額　　　　　金          円
　（２）交付決定額        　金          円

３  経費の配分
　本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・・・・・・・・・とする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。

４  交付額の確定
　本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県市町村孤独・孤立解消支援事業補助金交付要綱（令和８年３月２６日付第２０２６００００５１７３号福祉保健部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の （２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。

５  補助規程の遵守
　本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。


